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『
年
金
加
入
記
録
回
答
票
』の

提
出
は
お
済
み
で
す
か
?

社会保険庁からの「ねんきん特別便」

　

昨
年
、社
会
保
険
庁
が
発
行
す
る
共
済
組
合
員
に
係
る
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」

（
以
下
〈
社
保
庁
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」〉
と
い
い
ま
す
。）
が
、
各
所
属
所
共

済
事
務
担
当
者
の
方
よ
り
組
合
員
の
皆
さ
ま
（
自
宅
へ
の
直
送
に
て
既
に
社
保
庁
「
ね

ん
き
ん
特
別
便
」
が
配
布
さ
れ
て
い
る
方
等
一
部
の
組
合
員
を
除
き
ま
す
。）
に
配
布

さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
社
保
庁
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
は
、
社
会
保
険
庁
で
管
理
し
て
い
る
皆
さ
ま

方
の
年
金
記
録
を
お
知
ら
せ
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
年
金
記
録
の
内
容
に
「
も

れ
」
や
「
間
違
い
」
が
な
い
か
十
分
に
確
認
し
た
上
で
、「
も
れ
」
や
「
間
違
い
」
が

あ
る
場
合
も
、
な
い
場
合
も
必
ず
『
年
金
加
入
記
録
回
答
票
』
に
そ
の
旨
を
記
載
し

返
送
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
『
年
金
加
入
記
録
回
答
票
』
は
、
原
則
と
し
て
各
所
属
所
共
済
事
務

担
当
者
の
方
が
と
り
ま
と
め
の
上
、
一
括
し
て
社
会
保
険
庁
に
送
付
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
、
ま
だ
提
出
さ
れ
て
い
な
い
方
が
お
ら
れ
ま
し
た
ら
、
早
急
に
同

封
の
返
信
用
封
筒
に
入
れ
て
封
を
し
、
裏
面
に
住
所
・
氏
名
を
ご
記
入
の
上
、
各
所

属
所
共
済
事
務
担
当
者
の
方
ま
で
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

  

被
扶
養
者
で
あ
る
配
偶
者
の
国
民
年
金
に
関
す
る
届
は
、
共
済
組
合
を
経
由
す
る

場
合
と
、
ご
自
分
で
直
接
届
け
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

  

被
扶
養
者
の
認
定
を
共
済
組
合
へ
申
請
す
る
際
は
、
同
時
に
国
民
年
金
第
三
号

被
保
険
者
届
を
提
出
し
て
い
た
だ
き
、
共
済
組
合
を
経
由
し
ま
す
が
、
次
の
よ
う

な
場
合
は
、
皆
さ
ま
の
配
偶
者
が
ご
自
分
で
住
所
地
の
市
区
町
村
に
あ
る
国
民
年

金
窓
口
ま
た
は
、
住
所
地
を
管
轄
す
る
社
会
保
険
事
務
所
の
国
民
年
金
窓
口
へ
届

け
出
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

☆
配
偶
者
が
、
収
入
の
増
加
等
に
よ
り
被
扶
養
者
で
な
く
な
っ
た
場

合
は
、
国
民
年
金
第
一
号
被
保
険
者
と
し
て
国
民
年
金
窓
口
へ
届

出
が
必
要
で
す
。（
厚
生
年
金
等
の
被
保
険
者
に
な
っ
た
場
合
は

除
き
ま
す
）

☆
組
合
員
が
退
職
し
て
国
民
年
金
第
一
号
被
保
険
者
に
な
る
場
合
は
、

配
偶
者
も
国
民
年
金
第
一
号
被
保
険
者
と
し
て
国
民
年
金
窓
口
へ

届
出
が
必
要
で
す
。

☆
組
合
員
が
65
歳
に
達
し
た
場
合
は
、
組
合
員
が
在
職
中
で
あ
っ
て

も
国
民
年
金
第
一
号
被
保
険
者
と
し
て
国
民
年
金
窓
口
へ
届
出
が

必
要
で
す
。

（
参
考
）
国
民
年
金
被
保
険
者
の
種
別

国民年金第三号被保険者の届出もれの救済   
　第三号被保険者の届出もれの期間については、過去２年間しか認められませんでした
が、平成 17 年４月以降は社会保険事務所で手続きをすれば、２年前以前の期間も保険料
納付済み期間に算入されることになりました。届出方法など詳しいことは、社会保険事
務所へお問い合わせください。

回答される前に、
わからないことや疑問な点があれば

『ねんきん特別便 専用ダイヤル』へ !

（受付時間）
月〜金曜日：午前 9 時〜午後 8 時まで
第 2 土曜日：午前 9 時〜午後 5 時まで
◎社会保険庁ホームページ
　http：//www.sia.go.jp/

0570 - 058 - 555

国
民
年
金
第
三
号
被
保
険
者

第
二
号
被
保
険
者
（
65
歳
以

上
の
方
は
除
く
）
に
扶
養
さ

れ
て
い
る
配
偶
者
で
20
歳
以

上
60
歳
未
満
の
方 

国
民
年
金
第
一
号
被
保
険
者

農
業
、
自
営
業
、
学
生
等
で

第
二
号
お
よ
び
第
三
号
被
保

険
者
以
外
の
20
歳
以
上
60
歳

未
満
の
方

国
民
年
金
第
二
号
被
保
険
者

共
済
組
合
の
組
合
員
や
厚
生

年
金
の
被
保
険
者
（
65
歳
以

上
の
方
は
除
く
）

出産費・家族出産費の額が引き上げられます
平成２１年１月以降の分娩から適用

　地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴い、「出産費」「家族出産費」の給付額(定額)が平成２１
年１月以降の分娩から次のように引き上げられます。
　これは、平成２１年１月より全国の分娩取扱医療機関が加入予定の「※産科医療補償制度」が創設された
ことによるものです。

 (注)分娩取扱医療機関が「産科医療補償制度」に加入していない場合の給付額は、現行の３５万円となりま
す。なお、附加給付額(２万円)の変更はありません。

※「産科医療補償制度」の概要
　産科医が安心して働き産科医の深刻な医師不足を解消するため、分娩に関連して発症した脳性麻痺と
なった子及び家族の経済的負担の補償機能、原因の分析と再発防止の機能および産科医療の質の向上など
を目的とした制度として創設され、分娩取扱医療機関が保険料を支払いこの制度に加入するものです。

現　　　行
３５万円

改　正　後
３８万円
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